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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ルアー取付部を有する注入デバイスであって、
　リザーバーを区画形成する圧縮可能な注射器本体、
　雄型ルアー取付部であって、外面と、ベース端部と、前記ベース端部の反対側の前記雄
型ルアー取付部の一端のルアー先端部とを有し、前記ベース端部は前記注射器本体に接続
され、前記雄型ルアー取付部は該リザーバーの内容物を案内するためにそれを通るチャネ
ルを有する、雄型ルアー取付部、
　前記雄型ルアー取付部の前記外面に、前記ベース端部と前記ルアー先端部との間に配置
された第１接続構造、
　該注入デバイスの使用の前に前記雄型ルアー取付部に対して第１位置に該雄型ルアー取
付部上に配置される、おおむね円筒形状の部分を有するシールドキャップであって、前記
シールドキャップが前記第１位置に配置されているとき、前記雄型ルアー取付部に対する
前記シールドキャップの故意でない動きを妨げるように、前記シールドキャップは、前記
おおむね円筒形状の部分の内面に前記第１接続構造と相互に作用する第２接続構造を有す
る、シールドキャップ、
　前記ルアー先端部で前記チャネルをシールする、突刺可能な膜を備える第１シールであ
って、少なくとも、該シールドキャップが前記第１位置にあるとき、前記リザーバーから
の内容物のそれを通しての漏れを防ぐ第１シール、および、
　前記シールドキャップと前記雄型ルアー取付部との間の、前記雄型ルアー取付部の該外
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面と該ルアー先端部とを外部汚染物質からシールする第２シールであって、該シールドキ
ャップが該第１位置に配置されているとき、前記第２シールは、前記第１および第２接続
構造により形成される、第２シール
を備え、
　前記シールドキャップは、前記第１位置から第２位置へ前記雄型ルアー取付部に対して
移動可能であり、前記第１シールは前記第１位置から前記第２位置への前記シールドキャ
ップの移動により突き刺されて破られ、
　前記シールドキャップは前記雄型ルアー取付部から前記第２位置から取り外し可能であ
り、前記シールドキャップが前記雄型ルアー取付部から前記第２位置から取り外された後
、前記雄型ルアー取付部は、前記リザーバーの内容物を送出することができる、
注入デバイス。
【請求項２】
　前記シールドキャップが前記第１位置にあるとき、前記シールドキャップは、前記ルア
ー先端部に面する鋭利先端を備える、
請求項１に記載の注入デバイス。
【請求項３】
　前記シールドキャップが前記第１位置から前記第２位置へ動かされるとき、前記鋭利先
端は前記第１シールを刺すまたは切る、
請求項２に記載の注入デバイス。
【請求項４】
　前記鋭利先端は前記シールドキャップに結合されたニードルを備える、
請求項２に記載の注入デバイス。
【請求項５】
　前記第１および第２接続構造は、周囲リブまたは隆起リングを備える、
請求項２に記載の注入デバイス。
【請求項６】
　前記第１および第２接続構造は周囲リブまたは隆起リングを備える、請求項１に記載の
注入デバイス。
【請求項７】
　前記第１および第２接続構造の少なくとも１つはリブを備え、前記シールドキャップが
前記第１位置にあるとき、前記第２シールは、前記リブによって形成された曲がりくねっ
た経路によって形成される、請求項１に記載の注入デバイス。
【請求項８】
　前記第１および第２接続構造はねじ山を備え、前記第１および第２接続構造の前記ねじ
山は前記第２シールを形成するように噛み合う、請求項１に記載の注入デバイス。
【請求項９】
　前記リブは前記雄型ルアー取付部に形成されている、請求項７に記載の注入デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、注入によって１回分の薬物を送出し、使用前の注入デバイスの汚染を防ぐた
めのシールシステムを有する、予め充填された注入デバイスに概して関する。さらに特に
、本発明は、シール型ルアー取付部を含む注射器アセンブリに向けられる。
【背景技術】
【０００２】
　患者への薬物の送出に用いられる注射器は、よく知られている。しばしば、注射器は、
薬剤製造業者によって１回分の投薬量の薬物または他の物質で予め充填され、そして、予
め充填された投薬量の薬物の投与のために医療専門家または患者のようなエンドユーザー
に配送される。
【０００３】
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　ここで用いられる「圧縮注射器」は、壁部によって区画形成されるリザーバーに薬物を
保持する注射器であって、ユーザーの手によって強く握られるとき少なくとも１つの壁部
が圧縮可能である、注射器を指す。圧縮注射器は、たった１回分の薬物で予め充填される
ことができ、それはリザーバーを圧縮することに基づいて、リザーバーから外に押し出さ
れる。それらの軽量および小型特性、それらの耐久性並びに低コストのために、圧縮注射
器は、多くの状況で広く用いられている。
【０００４】
　特許文献１は、圧縮注射器１０を開示し、その米国特許の全内容はここで言及すること
により組み込まれる。図１～３に表されるように、従来の圧縮注射器１０は、患者への薬
物の注射のためのニードルアセンブリを有する。ニードルアセンブリは、ニードルハブ２
０を貫通して固定されるニードルカニューレ１２を含む。ニードルアセンブリは、また、
注入ポートに接続された閉鎖端部と、ニードルハブ２０を保持するための開口端部とを有
するノズル１８を含む。ノズル１８の閉鎖端部は、ノズル膜２２によって形成される。
【０００５】
　ニードルアセンブリのニードルカニューレ１２は、先の尖った端部１４と先端部１６と
の両方に向けられる。先の尖った端部１４は、ニードルハブ２０がノズル膜２２に向けて
動かされるとき、ノズル膜２２を突き通すことができる。ニードルカニューレ１２の先端
部１６は患者の皮膚を通して、薬物を、例えば静脈内にまたは筋肉内に、投与することに
、用いられる。
【０００６】
　ニードルアセンブリのニードルハブ２０は、ポリスチレンで作られ、エポキシ樹脂のよ
うな接着剤を用いてニードルカニューレ１２に好ましくは固定される。ニードルハブ２０
は、形状において円筒形状であり得、大径の第１セクション２４と、小径の第２セクショ
ン２６とを有することができる。大径の第１セクション２４の寸法および円筒型ノズル１
８の内径の寸法は、ニードルハブ２０が円筒型ノズル１８内に擦られるように保持される
が、以下に説明されるように、力がニードルハブ２０に加えられるときに、ノズル１８内
で横に動かされ得るように、選択される。
【０００７】
　ニードルアセンブリのノズル１８は、形状において、円筒状であり得る。内側リブ２８
は、ノズル膜２２とニードルハブ２０との間に形成され、十分な力が加えられていない場
合に、ニードルカニューレ１２の先の尖った端部１４がチューブの閉鎖端部を突き刺すこ
とを妨げる。内側リブ２８の寸法、および、大径の第１セクション２４の寸法は、十分な
力がニードルハブ２０に加えられていない場合に、ニードルハブ２０がリブ２８を通り越
して移動しないように選択される。この構造は、ノズル膜２２の不意の突き刺しの危険性
を低減する。
【０００８】
　圧縮注射器１０は、保護キャップ３０を有し、それはニードルカニューレ１２を閉鎖し
、保護するようにノズル１８と協働する。保護キャップ３０の開口端部３４は、ノズル１
８の内側に嵌まるように構成され、好ましくは、ノズル１８内の所定の位置にぴったり保
持されるように選択される外径を有する。保護キャップ３０は、ニードルカニューレ１２
が保護キャップ３０およびノズル１８に囲まれるとき、その閉鎖端部３２がニードルカニ
ューレ１２の先端部１６と接することを妨げるのに十分長い。結果として、保護キャップ
３０およびノズル１８は、圧縮注射器１０の保管および出荷の間、ニードルカニューレ１
２を無菌に保つ。
【０００９】
　保護キャップ３０およびニードルハブ２０は、ノズル１８内でニードルカニューレ１２
を軸線方向に動かすように、互いに協働する。保護キャップ３０の開口端部３４の内径は
、ニードルハブ２０の小径の第２セクション２６が保護キャップ３０の開口端部３４内で
しっかりと嵌まるように選択される。保護キャップ３０の開口端部３４の外径は、保護キ
ャップ３０がノズル１８内で横に動かされ得るように選択される。そのように形成される
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保護キャップ３０は、保護キャップ３０の開口端部３４がニードルハブ２０の大径の第１
セクション２４に対して押される、工具として、使われることができる。このようにして
、十分な力が、ニードルハブ２０に、内側リブ２８を過ぎてそれを押し進めるように、安
全に加えられることができる。そして、保護キャップ３０は、ニードルカニューレ１２の
先の尖った端部１４がノズル膜２２を突き刺すまで、ニードルハブ２０の大径の第１セク
ション２４を押し続ける。
【００１０】
　圧縮注射器１０は、また、薬物を蓄え、ニードルアセンブリの中へ薬物を追い出すため
の、リザーバー４６を含む。リザーバー４６は、熱可塑性材料の１対の可撓性シート３８
ａ、３８ｂから形成される。各シート３８ａ、３８ｂは、中央部分４０、拡大注入ネック
部分４２、および、ほぼ平らな周囲部分４４を有する。２つのシート３８ａ、３８ｂの周
囲部分４４は、対向し、互いに対して同一の広がりを持ち、対面で一緒にシールされて、
リザーバー４６を形成する。リザーバー４６は、特許文献１により完全に説明されるよう
に、充填ポート５８を有する充填ネック部分５６（図１を見よ）を介して、薬物で満たさ
れることができる。充填ステップに続いて、２つの可撓性シート３８ａ、３８ｂの充填ネ
ック部分５６は、シール部分または領域５７によって一緒に加熱されてシールされる（図
２を見よ）。
【００１１】
　図１から図３の圧縮注射器１０を作動させるために、保護キャップ３０は、ニードルカ
ニューレ１２の先の尖った端部１４がノズル膜２２を突き刺すことをもたらすようにニー
ドルハブ２０に向けて後方に押され、よって、リザーバー４６との流体連通状態にニード
ルカニューレ１２を設置する。そして、保護キャップ３０は、患者への注射薬の投与のた
めに、ニードルカニューレ１２の先端部１６を露出させるように、取り外される。薬物の
投与のために、中央部分４０すなわちリザーバー４６の可撓性壁部は、ユーザーの親指と
人差し指との間などで圧縮される。薬物が投与された後、ニードルカニューレ１２は、患
者から引き抜かれ、ユーザーのニードル先端部１６との接触および可能性がある汚染を避
けるようにカバーされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第４９５５８７１号明細書
【発明の概要】
【００１３】
　しかし、上記圧縮注射器１０は、ルアーコネクターと相性が悪く、ルアーコネクターを
通しての薬物を投与することができない。
【００１４】
　図４および図５は、もう１つの従来のルアータイプの注射器１０´を示し、それはルア
ーコネクターに直接的に薬物を送るためのルアー取付部１９を用いる。ルアー型注射器１
０´は、典型的にキャップ３１で封止され、それはルアー先端部でルアーチャネル２１を
露出させるように、ねじって外されることができる。しかし、そのようなキャップ３１は
、ルアー型注射器１０´の配送または取り扱いの間に、思わず、損傷されたり、または、
取り除かれたりし得、そのような注射器１０´をそれらの通常の使用に適さないようにさ
せる。加えて、ルアー取付部１９は殺菌したルアーコネクターに直接的に嵌まることが意
図されているので、ルアー取付部１９または注射器１０´全体は、注射器１０´の使用の
前の汚染からルアー取付部１９を保護するようにシールされなければならない。
【００１５】
　これらのおよび他の欠点は、そのようなルアー型注射器１０の操作に悪影響を及ぼし得
る。
【００１６】
　したがって、適合性雌型ルアーコネクターの中に、それを通して薬物を投与するために



(5) JP 5970374 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

、直接的に挿入可能であるように、ルアー取付部を有する注入デバイスに対する必要性が
ある。特に、注入デバイスの取り扱いの間の汚染物質からシールドされる保護ルアー取付
部を有する注入デバイスに対する必要性がある。
【００１７】
　以下、実施形態は注入デバイスを表し、それは薬物リザーバーからの内容物のそのルア
ー先端部を通しての漏れに対して封止される。付加的にまたは代替的に、注入デバイスの
雄型のルアー取付部が、注入デバイスの使用の前の外部汚染物質から封止される。
【００１８】
　本発明は、注入により１回分の薬物を送出し、注入デバイスのその操作の間の汚染を防
ぐためのシールドシステムを有する、注入デバイスに概して関する。例えば、注入デバイ
スは、予め充填された圧縮注射器であり得る。注入デバイスは、１回分の薬物を含む圧縮
可能なリザーバーを区画形成する注射器本体を有する。雄型ルアー取付部は提供され、リ
ザーバーの内容物を案内するためにそれを通るチャネルを有し、外面と、注射器本体に接
続されたベース端部と、ベース端部の反対側の雄型ルアー取付部の一端のルアー先端部と
により定められる。シールドキャップは、注入デバイスの使用の前に、第１位置に、雄型
ルアー取付部に配置され、雄型ルアー取付部にあたって封止される。シールドキャップは
、第１位置から第２位置への動きの間、雄型ルアー取付部の軸線周りに回転させられ得る
かその軸線に沿って動かされ得る。
【００１９】
　第１シールは、少なくとも、シールドキャップが第１位置にあるとき、雄型ルアー取付
部のルアー先端部でチャネルを封止し、リザーバーからの内容物のそれを通しての漏れを
防ぐために設けられる。一例において、ルアー先端部は、雄型ルアー取付部のチャネルを
閉じる膜の形式の第１シールによって封止されることができる。そのような場合、シール
ドキャップは、シールドキャップが第１位置にあるとき、ルアー先端部に面する鋭利先端
を有して形成されることができる。例えば、鋭利先端は、シールドキャップに結合された
ニードルを備えることができる。鋭利先端は、シールドキャップが第１位置から第２位置
へ動かされるとき、第１シールを突き刺すまたは切ることができる。
【００２０】
　別の例において、第１シールは、ねじ切りタブの形式であることができ、それは脆弱な
または壊れ易い結合部によって雄型ルアー取付部のルアー先端部に接続される。ねじ切り
タブは第１位置において雄型ルアー取付部におけるチャネルを閉鎖する。一例において、
ねじ切りタブの一端は、シールドキャップが第１位置にあるとき、シールドキャップに形
成される凹部に受け入れられる。凹部は、第１位置から第２位置へのシールドキャップの
移動の間、ねじ切りタブと接触状態になる肩部を区画形成する。肩部は、シールドキャッ
プが中間位置から第２位置に動かされるとき、ねじ切りタブをねじり、後に雄型ルアー取
付部から破断するように強制する。第１位置から第２位置へシールドキャップを回すこと
に基づいて、雄型ルアー取付部のルアー先端部にねじ切りタブを接続する脆弱なまたは壊
れ易い結合部は破断し、したがって第１シールを解放する。
【００２１】
　シールドキャップの凹部は、ねじ切りタブが雄型ルアー取付部からちぎれた後、摩擦嵌
めによりねじ切りタブを保持するように構成されたキャップフラット面をさらに区画形成
することができる。代替案において、キャップフラット面は、シールドキャップが第１位
置から第１および第２位置間の中間位置へ動かされるとき、ねじ切りタブを保持するよう
に構成される。
【００２２】
　任意で、注入デバイスは、雄型ルアー取付部に対して第１位置でのシールドキャップの
位置合わせを示す位置合わせインジケーターを備える。
【００２３】
　代わりに、第１シールは、シールドキャップに接続された密閉部分によって形成される
ことができ、シールドキャップが第１位置にあるとき、雄型ルアー取付部のルアー先端部



(6) JP 5970374 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

でそのチャネルの中に差し込まれるまたは設置されることができる。密閉部分は、シール
ドキャップが雄型ルアー取付部から解放されるとき、チャネルから取り除かれる。
【００２４】
　シールドキャップが第１位置に配置されているとき、雄型ルアー取付部の外面とルアー
先端部とを外部汚染物質から保護するために、シールドキャップと雄型ルアー取付部との
間に、第２シールは配置される。第２シールは、雄型ルアー取付部上にベース端部とルア
ー先端部との間に形成される第１接続構造と、シールドキャップに形成される第２接続構
造とによって形成される。第１および第２接続構造は、シールドキャップが第１位置に配
置されるとき、雄型ルアー取付部に対するシールドキャップの故意でない移動を防ぐよう
に互いに相互に作用する。
【００２５】
　第１および第２接続構造はリブを備え、第２シールは、シールドキャップが第１位置に
おいて雄型ルアー取付部を囲むとき、リブによって形成される曲がりくねった経路によっ
て形成される。一例において、第１および第２接続構造は、周囲リブまたは隆起リングを
備える。別の例において、第１および第２接続構造はねじ山を備え、それは第２シールを
形成するように噛み合う。
【００２６】
　注入デバイスは、シールドキャップが第１位置にあるとき、壊れ易いタブによってシー
ルドキャップに接続されたカラーをさらに備える。
【００２７】
　注入デバイスは、雄型ルアー取付部のベース端部に隣接して配置されたロッキング部分
をさらに備えることができる。ロッキング部分は、シールドキャップが第１位置にあると
き、壊れ易いタブによってシールドキャップに接続されたカラーと相互作用するように構
成される。ロッキング部分は、第１位置から第２位置へのシールドキャップの移動の間、
カラーを保持し、シールドキャップが第１位置から第２位置へ動かされた後、カラーがシ
ールドキャップから分離されるように、壊れ易いタブに破断することをもたらす。一例に
おいて、ロッキング部分とカラーとは相補的なギザギザのあるエッジを備える。
【００２８】
　シールドキャップが雄型ルアー取付部から第２位置から取り外された後、雄型ルアー取
付部がリザーバーの内容物を送出することができるように、第１および第２シールの一方
または両方を壊すように第１位置から第２位置へ雄型ルアー取付部に対して移動可能であ
る。一例において、シールドキャップは、第１位置から第２位置への移動の間に抜かれ、
それにより、ルアー先端部から第１シールを外す。
【００２９】
　したがって、本発明の注入デバイスは、シールドキャップが第１位置にあるとき、リザ
ーバーからの内容物のルアー先端部を通しての漏れに対して封止される。加えてまたは代
わりに、注入デバイスの雄型ルアー取付部は、注入デバイスの使用の前に、外部汚染物質
から封止される。
【００３０】
　本発明は、また、注入デバイスの圧縮可能なリザーバーの内容物を、注入デバイスに接
続された雄型ルアー取付部を介して、投与する方法に関する。この方法は、雄型ルアー取
付部上に第１位置にシールドキャップを設置すること、少なくとも、該シールドキャップ
が第１位置にあるとき、注射器のリザーバーからの内容物のそれを通しての漏れを妨げる
ように、第１シールでルアー先端部を封止すること、シールドキャップが第１位置に配置
されているとき、雄型ルアー取付部とシールドキャップのそれぞれの第１および第２接続
構造によって形成される第２シールによって、外部汚染物質からルアー先端部の外面を封
止することを含む。例えば、第１シールは、シールドキャップが第１位置にあるとき、ル
アー先端部の開口部に設置される密閉部分を含む。第２シールは、シールドキャップと雄
型ルアー取付部とに配置されたリブまたは周囲リングによって形成される。一例において
、ルアー先端部をシールするステップは壊れ易い結合部により雄型ルアー取付部に接続さ
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れたねじ切りタブでルアー先端部を封止することを含むことができる。
【００３１】
　注入デバイスの使用の間、雄型ルアー取付部上のシールドキャップは、少なくとも第１
シールを開くように第１位置から第２位置へ動かされる。そして、シールドキャップは、
リザーバーの内容物が投与されることができるように、雄型ルアー取付部から取り除かれ
ることができる。
【００３２】
　シールドキャップは、雄型ルアー取付部から引き離されるか、あるいは、ねじり切られ
ることができる。第２位置へシールドキャップを動かすことは、雄型ルアー取付部に対し
てシールドキャップをねじり、雄型ルアー取付部に対して長手方向にシールドキャップを
動かすことを含むことができる。
【００３３】
　第１例において、シールドキャップが第１位置にあるとき、シールドキャップは第１シ
ールに面する鋭利先端を含む。鋭利先端は、第１位置から第２位置へのシールドキャップ
の移動の間、第１シールを切り開くまたは突き刺すことができる。
【００３４】
　第２例において、その方法は、第１位置から第２位置へのシールドキャップの移動の間
、ねじ切りタブがルアー先端部から独立するように、移動のステップの間、シールドキャ
ップによってねじ切りタブを保持することを備えることができる。
【００３５】
　第３例において、第２シールは、シールドキャップと雄型ルアー取付部とのらせん状ね
じ山を噛み合わせることによって形成される。シールドキャップを第２位置に移動させる
ステップは、噛み合わせねじ山を外すように雄型ルアー取付部に対してシールドキャップ
をねじることを含むことができる。
【００３６】
　第４例において、シールドキャップは、シールドキャップが第１位置にあるとき、壊れ
易いタブによってシールドキャップに接続されたカラーを含む。シールドキャップを第２
位置へ動かすステップは、壊れ易いタブを破断させることをさらに含むことができ、ここ
で、カラーは、取り外しのステップの後、雄型ルアー取付部に留まる。
【００３７】
　注入デバイスと関連したこれらおよび付加的な構成、特徴、および、利点は、以下の実
施形態の詳細な説明を通してより明らかになるであろう。
【００３８】
　以下の説明は添付図面を伴って示され、それらは、必ずしもある縮尺に作られておらず
、それよりもむしろ、概して、本発明の思想を例示することに重きが置かれている。図面
および以下の詳細な説明において、同様の要素およびコンポーネントは、幾つかの図面を
通して同じ２つの下位の数字を有する参照数字で示され、重複説明は省略される。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は、従来の圧縮注射器の分解斜視図である。
【図２】図２は、組み立てられた状態の、図１の注射器の斜視図である。
【図３】図３は、図２に示される圧縮注射器の長手方向の断面図である。
【図４】図４は、組み立てられた状態の、もう１つの従来の圧縮注射器の頂部の平面図で
ある。
【図５】図５は、図４に示される圧縮注射器のルアー取付部およびキャップの部分的な長
手方向断面図である。
【図６】図６は、本発明の第１実施形態にしたがって形成された、組み立てられた状態に
示された組み立てられた注入デバイスの頂部の平面図である。
【図７】図７は、シールドキャップ無しの、図６に示された注入デバイスの頂部の平面図
である。
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【図８】図８は、図６に示された注入デバイスの、第１位置にあるときの、長手方向の断
面図である。
【図９】図９は、図６に示された注入デバイスの、第２位置にあるときの、長手方向の断
面図である。
【図１０】図１０は、図６の注入デバイスに形成された第２シールの一部の長手方向の断
面図である。
【図１１】図１１は、代わりのシールドキャップの長手方向の断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の第２実施形態に係る、組み立てられた状態に形成された注
入デバイスの斜視図である。
【図１３】図１３は、図１２の注入デバイスの一部の長手方向の断面図である。
【図１３Ａ】図１３Aは、図１３に示される雄型ルアー取付部のルアー先端部につなげら
れるねじ切りタブを示す一部の長手方向の断面である。
【図１３Ｂ】図１３Bは、図１３に示される雄型ルアー取付部のルアー先端部から分離さ
れたねじ切りタブを示す一部の長手方向の断面である。
【図１４】図１４は、図１２に示される注入デバイスの、第１位置にあるときの、一部の
斜視図である。
【図１５】図１５は、図１２に示される注入デバイスの、第２位置にあるときの、一部の
斜視図である。
【図１６】図１６は、図１２の注入デバイスの一部の分解斜視図である。
【図１７】図１７は、本発明の第３実施形態に係る、組み立てられた状態に形成された注
入デバイスの斜視図である。
【図１８】図１８は、図１７に示される注入デバイスの長手方向の断面図である。
【図１９】図１９は、図１７に示される注入デバイスの頂部の平面図である。
【図２０】図２０は、図１７に示される注入デバイスの側面図である。
【図２１】図２１は、図１７に示される注入デバイスの前部の端面図である。
【図２２】図２２は、図１７に示される注入デバイスの後部の端面図である。
【図２３】図２３は、図１７に示される注入デバイスの、第１位置にあるときの、一部の
長手方向の断面図である。
【図２４】図２４は、図１７に示される注入デバイスの雄型のルアー取付部の一部の斜視
図である。
【図２５】図２５は、図１７の注入デバイスのシールドキャップの斜視図である。
【図２６】図２６は、組み立てられた状態の、第３実施形態の一変形の注入デバイスの斜
視図である。
【図２７】図２７は、図２６の注入デバイスの一部の長手方向の断面図である。
【図２８】図２８は、組み立てられる前の、図２６に示される注入デバイスの一部の分解
前方斜視図である。
【図２９】図２９は、シールドキャップが雄型ルアー取付部から取り除かれた後の、図２
６に示される注入デバイスの一部の斜視図である。
【図３０】図３０は、組み立てられる前の、図２６に示される注入デバイスの一部の分解
後方斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　ここで説明される様々な注入デバイスは、１回分の薬物を蓄え、そして注射によってそ
れを送出するように形成されている。圧縮注射器が注射デバイスの例としていろいろな図
面に示されるが、本発明はそのような圧縮注射器に限定されない。
【００４１】
　図６～１１は、本発明の第１実施形態に係る注入デバイス１１０を例示する。注入デバ
イス１１０は、薬物を蓄えるためのリザーバー１４６を区画形成する注射器本体１３７を
含む圧縮注射器として示される。注射器本体１３７は雄型ルアー取付部１５０の中へ薬物
を押し出すために少なくとも部分的に圧縮可能であり、それは以下に詳細に記述される。
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リザーバー１４６6は、熱可塑性材料の１対の可撓性シート１３８ａ、１３８ｂから作ら
れる。シート１３８ａ、１３８ｂの各々は、中央部分１４０、拡大注入ネック部分１４２
、および、ほぼ平らな周囲部分１４４を有することができる。シート１３８ａ、１３８ｂ
の少なくとも一部は、中央部分が圧縮可能であるように中央部分１４０を形成する。２つ
のシート１３８ａ、１３８ｂの周囲部分１４４は、対向し、互いに対して同一の広がりを
持ち、対面で一緒にシールされて、リザーバー１４６を形成する。リザーバー１４６は、
周知のように、２つの可撓性シート１３８ａ、１３８ｂを一緒にシールする前の充填ステ
ップの間に、充填ネック部分を介して１回の投与量の薬物で満たされる。
【００４２】
　注射デバイス１１０の雄型ルアー取付部１５０はベース端部１５４ｂから雄型ルアー取
付部１５０のルアー先端部１５４ｔまで延在する内部チャンネル１５２を有する。内部チ
ャンネル１５２は、その内容物を案内するためにリザーバー１４６と流体連通状態にある
。雄型ルアー取付部１５０のベース端部１５４ｂは、１対の可撓性シート１３８ａ、１３
８ｂ間にシールされ、注入ネック部分柔１４２を介してリザーバー１４６と流体連通状態
にある。雄型ルアー取付部１５０は、任意の既知のまたは今後開発される接続を用いてリ
ザーバー１４６と接続するように形成されることができる。
【００４３】
　雄型ルアー取付部１５０は、ルアー先端部１５４ｔからベース端部１５４ｂに向けて延
在する接触部分１５６を有する。接触部分１５６は、そのような雌型ルアーコネクターを
通して薬物を投与するとき、（図示されない）雌型ルアーコネクターの内側に直接的に嵌
められるように形成されている。図７に示される例において、接触部分１５６は、実質的
に円筒形状を有する。接触部分１５６は、ルアー先端部１５４ｔに向けてテーパーが付け
られ得、注入デバイス１１０の組み立ておよびルアーコネクターの中への挿入の間の、そ
の容易な取り扱いのための縮小先端部をもたらす。テーパーは、対応する雌型ルアーコネ
クターの中に挿入されてそれと接続されるように接触部分１５６を促すように、直線的ま
たは放物線状であることができ、または、任意の他の曲線形状を有することができる。
【００４４】
　雄型ルアー取付部１５０は、また、ベース端部１５４ｂと接触部分１５６との間にフラ
ンジ部分１５８を有することができる。フランジ部分１５８は、雄型ルアー取付部１５０
の残余部分に対して、その取り扱いを容易にするように、拡大径方向寸法を有する。任意
に、フランジ部分１５８の周囲面は、複数の軸方向リブまたは溝または刻み目を有して形
成されることができ、そうでなければ、雄型ルアー取付部１５０または注入デバイス１１
０全体を引っ張ることまたはそのグリップを増すようにざらざらに作られることができる
。
【００４５】
　注入デバイス１１０は、また、シールドキャップ１６０を含み、それは、注入デバイス
１１０の使用の前に、第１位置で、雄型ルアー取付部１５０の少なくとも一部を覆って嵌
まるように構成されている。シールドキャップ１６０は、閉鎖端部１６４ｃおよび開口端
部１６４ｐを有する本体部分１６２を有する。図６および図８に示される例において、前
記シールドキャップ１６０は、第１位置で、雄型ルアー取付部１５０のルアー先端部１５
４ｔおよび接触部分１５６を囲って密閉する。そのような第１位置において、シールドキ
ャップ１６０は、チャネル１５２が、リザーバー１４６に内容物を保つように封止された
ままであることを可能にする。加えてまたは代わりに、シールドキャップ１６０は、以下
に説明される付加的なシール手段と一緒に用いられ、前記第１位置において、外部汚染物
質から、雄型ルアー取付部１５０の接触部分１５６を遮断する。
【００４６】
　シールドキャップ１６０は、以下に詳細に説明されるように、雄型ルアー取付部１５０
のルアー先端部１５４ｔでチャネル１５２を閉鎖するシールを解除するために、第１位置
から第２位置へ雄型ルアー取付部１５０に対して動かされることができる。必要ならば、
シールドキャップ１６０の外面１６６は、複数の軸方向リブまたは溝または刻み目を有し
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て形成されることができ、そうでなければ、シールドキャップ１６０または注入デバイス
１１０全体を引っ張ることを高めまたはその取り扱いを容易にするようにざらざらに作ら
れることができる。
【００４７】
　注入デバイス１１０は、第１位置で、リザーバー１４６からの内容物の雄型ルアー取付
部１５０のルアー先端部１５４を通しての漏れを防ぐために付加的なシールを含むことが
できる。加えてまたは代わりに、そのような付加的なシールは、注入デバイス１１０の使
用の前の雄型ルアー取付部１５０の接触部分１５６の汚染を妨げることができる。
【００４８】
　図８および９に示されるように、第1シール１７０は、そのルアー先端部１５４で雄型
ルアー取付部１５０のチャネル１５２を、シールドキャップ１６０が前記第１位置にある
ときには少なくとも、前記リザーバー１４６からの内容物の漏れを防ぐように、封止する
ために設けられる。１つの例において、第1シール１７０は、雄型ルアー取付部１５０の
内側にチャネル１５２を封止するようにルアー先端部１５４ｔに形成された膜１７２の形
式であることができる。そのような膜１７２は、注入デバイス１１０が薬物を投与するた
めに作動させられるまで、閉鎖またはシール状態にチャネル１５２を維持する。
【００４９】
　１つの実施形態において、ニードルまたは鋭利先端のような穿孔要素１７４が注入デバ
イス１１０を作動させるために用いられる。図８および９に示されるように、穿孔要素１
７４は、シールドキャップ１６０の閉鎖端部１６４ｃに形成される。穿孔要素１７４は、
軸線方向に、第1シール１７０に向けて方向付けられて一直線に合わせられた鋭利先端を
有する。シールドキャップ１６０が図８に示されるように第1位置にあるとき、穿孔要素
１７４は膜１７２のような第1シール１７０を引き裂かないで所定の位置にとどまる。図
８に示される一例において、穿孔要素１７４の鋭利先端は、前記シールドキャップ１６０
が前記第１位置にあるときに、前記ルアー先端部１５４ｔに面する。シールドキャップ１
６０が第１位置から図９に示されるような第２位置に動かされるとき、穿孔要素１７４は
、リザーバー１４６内に含まれる薬物の解放を可能にするように第１シール１７０が突き
刺されまたは破られるまで、第１シール１７０へ付勢される。
【００５０】
　穿孔要素１７４は様々な方法で形成されることができる。図８および９に示される例で
は、穿孔要素１７４は、接着および粘着のような様々な方法でシールドキャップ１６０の
閉鎖端部１６４ｃに固定されるニードル先端部として別個に形成されることができる。図
１１に示される別の例において、穿孔要素１７４は、例えば成形プロセスを介して、シー
ルドキャップ１６０に一体的に形成されることができる。加えてまたは代わりに、穿孔要
素１７４は金属またはプラスチックのような様々な材料で作られることができ、または、
強化されることができる。
【００５１】
　第２シール１８０は、シールドキャップ１６０が第１位置に配置されているときに、前
記雄型ルアー取付部１５０とシールドキャップ１６０との間に形成される。第２シール１
８０は、前記雄型ルアー取付部１５０の接触部分１５６およびルアー先端部１５４ｔを、
外部汚染物質から保護する。図１０に示される好適な一例において、第２シール１８０は
、雄型ルアー取付部１５０とシールドキャップ１６０とのそれぞれに形成された第１およ
び第２接続構造１８２、１８４を含む。例えば、第１接続構造１８２、例えば周囲リブま
たは隆起リング１８２ａ、１８２ｂは、前記ベース端部１５４ｂと前記ルアー先端部１５
４ｔとの間の前記雄型ルアー取付部１５０に配置されることができる。第２接続構造１８
４、例えば隆起リングである内側周囲リブは、シールドキャップ１６０の内側に形成され
ることができる。第１および第２接続構造１８２、１８４の相互連結は、雄型ルアー取付
部１５０とシールドキャップ１６０との間のバリアーを形成し、雄型ルアー取付部の接続
部分１５６が汚染されることを防ぐ。
【００５２】
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　加えてまたは代わりに、前記シールドキャップ１６０が前記第１位置に配置されたとき
、第２接続構造１８４は、前記雄型ルアー取付部１５０に対して、前記シールドキャップ
の故意でない動きを防ぐように第１接続構造１８２と相互に作用する。一例において、シ
ールドキャップ１６０が前記第１位置にあるとき、シールドキャップ１６０の周囲リッジ
１８４は、前記雄型ルアー取付部１５０の周囲リブ１８２ａ、１８２ｂ間に嵌められる。
そのような場合、雄型ルアー取付部１５０のベース端部１５４ｂにより近い周囲リブ１８
２ａは、シールドキャップ１６０が第２位置に不用意に動き、結果として、注入デバイス
１１０の通常の使用前に、膜１７２を破損することを防ぐことができる。他方、雄型ルア
ー取付部１５０のルアー先端部１５４ｔにより近い周囲リッジ１８２ｂは、シールドキャ
ップ１６０が雄型ルアー取付部１５０から離れるように不用意に引っ張られ、結果として
、その接触部分１５６を汚染物質にさらずことを防ぐことができる。
【００５３】
　注入デバイス１１０は、図８に示されるように、第１位置に、雄型ルアー取付部１５０
の接触部分１５６にシールドキャップ１６０を設置することによって組み立てられること
ができる。そうするとき、オペレーターは、雄型ルアー取付部１５０とシールドキャップ
１６０とを互いに向けて動かし、ルアー先端部１５４ｔと、そして雄型ルアー取付部１５
０の接触部分とを越えてシールドキャップ１６０を引き寄せる。シールドキャップ１６０
の周囲リブ１８４が雄型ルアー取付部１５０の周囲リブ１８２ｂと接触状態になるとき、
オペレーターは周囲リブ１８２ｂを越えるように周囲リブ１８４を付勢するために適度の
力を加える。したがって、シールドキャップ１６０の周囲リブ１８４は、前記雄型ルアー
取付部１５０の２つの周囲リブ１８２ａ、１８２ｂ間に落ち、シールドキャップ１６０を
第１位置に至らせられる。
【００５４】
　本発明の注入デバイス１１０の典型的な用法の説明は以下に提供される。以下の説明が
例としてかつ非限定の例として提供されることが当業者によって理解されるべきである。
【００５５】
　注入デバイス１１０を作動させるとき、オペレーターは、第１位置から第２位置に向け
て雄型ルアー取付部１５０上をシールドキャップ１６０をさらに動かす。その移動は、穿
孔要素１７４が膜１７２に第２位置で同じものを通して突き刺すまたは破るように押し進
められるまで、雄型ルアー取付部の周囲リブ１８２aを越すようにシールドキャップ１６
０の周囲リブ１８４を付勢する。そして、シールドキャップ１６０は、雄型ルアー取付部
１５０から、前記第２位置から、接触部分１５６およびルアー先端部１５４ｔを露出させ
るように、取り外されることができる。そして、雄型ルアー取付部は、（図示しない）雌
型ルアーコネクターの中に挿入される。そして、オペレーターは、リザーバー１４６の内
容物を送出するように、例えば親指と人差し指との間で、指によって、リザーバー１４６
を圧縮する。
【００５６】
　そして、シールドキャップ１６０の閉鎖端部１６４ｃに固定された穿孔要素１７４と一
緒の、使用済みシールドキャップ１６０は、処理されるか、更なる使用のために殺菌され
ることができる。一例において、使用済みシールドキャップ１６０は、使用済み注射器本
体１３７と再組立てされ、一緒に処理されることができる。別の例において、使用済みシ
ールドキャップ１６０は使用済み注射器本体１３７と再組立てされ、残った薬物のさらな
る使用のために保管されることができる。さらなる例において、使用済みシールドキャッ
プ１６０は、殺菌され、別の新しい注射器本体１３７と再組立てされることができる。
【００５７】
　第１および第２接続構造１８２、１８４並びにシール１７０、１８０は、以下に付加的
な実施形態において説明されるように、様々な方法で、代わりに、形成されてもよい。
【００５８】
　図１２～１６は、本発明の第２実施形態にしたがって形成された注入デバイス２１０を
示す。この実施形態では、注射器本体２３７、雄型ルアー取付部２５０およびシールドキ
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ャップ２６０は、第１実施形態において説明されたそれらに対応する相当物１３７、１５
０、１６０に対して同様に形成される。第１および第２実施形態間の相違のみ以下で詳細
に説明される。
【００５９】
　図１３および１６に示されるように、この実施形態の第１シール２７０は、雄型ルアー
取付部２５０のチャネル２５２を封止するようにルアー先端部２５４に接続されたねじ切
りタブ２７２の形式である。図１３Aに最も良く示されるように、ねじ切りタブ２７２は
、脆弱または壊れ易い部分２７２ａを介してルアー先端部２５４につなげられている。以
下で詳細に説明され、図１３Ｂに示されるように、脆弱または壊れ易い部分２７２ａは、
リザーバー２４６の中に含まれる薬物を投与するために注入デバイス２１０を作動させる
とき、切断されるまたは折り取られることができる。
【００６０】
　注入デバイス２１０を作動させるときのねじ切りタブ２７２の取り外しを容易にするた
めに、クランピング要素２７４が提供され、シールドキャップ２６０の閉鎖端部２６４ｃ
の内側凹部の形式である。図１４および１５に示されるように、凹部２７４は、１対の径
方向に対向する第１壁部２７４ｆを含む孔型周囲を有し、それらの間にねじ切りタブ２７
２を受け入れるように形成されている。径方向に対向する第１壁部２７４ｆは、そのよう
なタブ２７２が第１位置で第１壁部２７４ｆ間に配置された後、それらがねじ切りタブ２
７２と干渉しないように離間配置される。
【００６１】
　凹部２７４の孔型周囲は、また、周方向において第１壁部２７４ｆに隣接して周囲に１
対の径方向に対向するクランピング壁部２７４ｐと、反対側の周方向において、第１壁部
２７４ｆに周囲に隣接して別の１対の径方向に対向するクランピング壁部２７４ｎとを含
む。径方向に対向するクランピング壁部２７４ｐ、２７４ｎの各対は、ねじ切りタブ２７
２の大半径方向寸法よりも短い距離、互いから間隔をおいて配置されている。シールドキ
ャップ２６０が隣接した径方向に対向するクランピング壁部２７４ｐ、２７４ｎと位置合
わさるように雄型ルアー取付部２５０に対して回されるとき、雄型ルアー取付部２５０の
ねじきりタブ２７２は対の径方向に対向するクランピング壁部２７４ｐ、２７４ｎの一方
の間で径方向にクランプされる。
【００６２】
　付加的に、１つまたは複数の肩部２７４ｓが、孔型周囲に形成され、互いに向けて径方
向に延在する。肩部２７４ｓは、シールドキャップ２６０が第１位置から第２位置に動く
とき、ねじ切りタブ２７２用の分離手段として役立つことができる。一例において、シー
ルドキャップ２６０が雄型ルアー取付部２５０に対して回転し続けるとき、ねじ切りタブ
２７２は、肩部２７４ｓに当接し、脆弱または壊れ易い部分２７２ａが壊れるまで、肩部
２７４ｓによって雄型ルアー取付部２５０に対して回転するように強制される。働いたね
じ切りタブ２７２は、径方向の対向するクランピング壁部２７４ｐ、２７４ｎによって凹
部２７４内に保持されたままにされ、シールドキャップ２６０と一緒に雄型ルアー取付部
２５０から取り除かれることができる。
【００６３】
　図１６に示されるように、第２シール２８０は、前記ベース端部２５４ｂと前記ルアー
先端部２５４ｔとの間の雄型ルアー取付部２５０に形成された、１つまたは複数のリブ、
リング、隆起部または他の突出部の形式であることができる。一例において、第２シール
２８０は、シールドキャップ２６０の内壁と摩擦で係合するように構成された１つまたは
複数の曲がりくねった経路リブ２８２を含み、それにより、雄型ルアー取付部２５０とシ
ールドキャップ２６０との間のシールを提供し、異質物質がシールドキャップ２６０に入
り、そして、雄型ルアー取付部２５０の接触部分２５６を汚染することを防止する。結果
として、シールドキャップ２６０は、第１位置で雄型ルアー取付部２５０上の所定の位置
に保持される。当業者は理解するように、曲がりくねった経路リブ２８２は、代わりにま
たは付加的に、雄型ルアー取付部２５０を摩擦で係合するようにシールドキャップ２６０
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の内壁に形成されることができる。
【００６４】
　注入デバイス２１０を組み立てるとき、雄型ルアー取付部２５０およびシールドキャッ
プ２６０は互いに向けて動かされて一直線に合わせられる。例えば、雄型ルアー取付部２
５０のねじ切りタブ２７２は、シールドキャップ２６０の閉鎖端部２６４ｃにおける径方
向に対向する第１壁部２７４ｆと位置合わせされるべきである。位置合わせを容易にする
ために、雄型ルアー取付部２５０およびシールドキャップ２６０には、方向線２７６ｍ、
２７６ｓのそれぞれのような位置合わせマークが設けられることができる。シールドキャ
ップ２６０が第１位置において雄型ルアー取付部２５０の接触部分２５６を覆うように完
全に嵌まった後、ねじ切りタブ２７２は、シールドキャップ２６０の閉鎖端部２６４ｃに
おける径方向に対向する第１壁部２７４ｆ間に位置づけられる。
【００６５】
　本発明の注入デバイス２１０の典型的な用法の説明が以下に提供される。以下の説明が
例としてかつ非限定の例として提供されることが当業者によって理解されるべきである。
【００６６】
　注入デバイス２１０を作動させるためには、シールドキャップ２６０が時計方向にまた
は反時計方向に雄型ルアー取付部２５０に対して回転させられる。そのような相対回転は
、シールドキャップ２６０の一対の径方向の対向するクランピング壁部２７４ｐ、２７４
ｎ間にねじ切りタブ２７２を駆動する。結果として、ねじ切りタブ２７２は、径方向の対
向するクランピング壁部２７４ｐ、２７４によって絞られるまたは挟まれる。そして、シ
ールドキャップ２６０は雄型ルアー取付部２５０に対してさらに回転され、肩部２７４ｓ
は、脆弱または壊れ易い部分２７２ａが壊れるまで、その回転にしたがってねじ切りタブ
２７２を運ぶ。そして、径方向の対向するクランピング壁部２７４ｐ、２７４ｎによって
保持されるねじ切りタブ２７２と一緒に、シールドキャップ２６０は、接触部分２５６お
よびルアー先端部２５４ｔを露出させるように、雄型ルアー取付部２５０から取り除かれ
る。そして、雄型ルアー取付部２５０は、（図示しない）雌型ルアーコネクターの中に挿
入される。一旦挿入されると、オペレーターは、薬物を投与するために、リザーバー２４
６を圧迫する。
【００６７】
　第１および第２シール２７０、２８０は、代わりに、様々な接続構造およびシールによ
って形成されることができ、本願の他の実施形態において説明される。
【００６８】
　図１７～２５は、本発明の第３実施形態にしたがって形成された注入デバイス３１０を
表す。この実施形態において、注射器本体３３７、雄型ルアー取付部３５０、および、シ
ールドキャップ３６０は、第１実施形態において説明されたそれらに対応する相当物１３
７、１５０、１６０に対して同様に形成される。第３実施形態と先の実施形態との間の相
違のみ以下で詳細に説明される。
【００６９】
　第１シール３７０は、シールドキャップ３６０内部に、閉鎖端部３６４ｃに形成される
。第１シール３７０は、軸線方向において雄型ルアー取付部３５０のチャネル３５２に向
いて位置合わせされた突出部の形式である。第１位置において、図１８および２３に示さ
れるように、第１シール３７０は、雄型ルアー取付部３５０のルアー先端部３５４ｔでチ
ャネル３５２に押し込まれるまたは設置される。第１シール３７０は、注射器本体３３７
からの薬物の漏れを妨げる。以下で説明されるように、シールドキャップ３６０が第１位
置から第２位置へ動かされるとき、第１シール３７０は、リザーバー３４６に含まれてい
る薬物の解放を可能にするように、チャネル３５２の内側から取り除かれるまたは退けら
れる。
【００７０】
　この実施形態の第２シール３８０は雄型ルアー取付部３５０およびシールドキャップ３
６０の各々に形成された整合らせん状ねじ山３８２、３８４を備えることができる。図２
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３に示される例では、シールドキャップ３６０は、拡大開口端部３６４を有し、その内側
にねじ山３８４が形成されている。整合ねじ山３８２、３８４は、外部の汚染物質から雄
型ルアー取付部３５０の接触部分３５６をシールするように互いに係合することができる
。加えてまたは代わりに、第２シール３８０は、第１シール３７０がチャネル３５２から
不用意に引き抜かれることを防ぐことができ、したがって、第１シール３７０用の締結手
段として少なくとも部分的に作用することができる。
【００７１】
　図２３が示すように、注入デバイス３１０には、第１位置にシールドキャップ３６０を
保持することを手伝うように留め具３９０が提供されることができ、作動環境または環境
外乱によってもたらされる雄型ルアー取付部３５０との解放からそのようなシールドキャ
ップ３６０を妨げることができる。一例において、雄型ルアー取付部３５０には、図２４
により良く示されるように、ギザギザのあるエッジのようなロック構造３９２ｍが設けら
れることができる。シールドキャップ３６０は、ギザギザのついたエッジのような整合ロ
ッキング構造３９２ｓを備えて形成され、それは、雄型ルアー取付部３５０のロック構造
３９２ｍとぴったり合わされると、雄型ルアー取付部３５０に対してシールドキャップ３
６０の意図的でない回転を妨げる。結果として、雄型ルアー取付部３５０とシールドキャ
ップ３６０との意図的でない解放の危険性は低減されることができる。
【００７２】
　必要に応じて、１つまたは複数の付加的なシールは、雄型ルアー取付部３５０の接触部
分３５６のシーリングを強化するように、この実施形態において提供されることができる
。図２３に示されるような一例において、雄型ルアー取付部３５０は、シールドキャップ
３６０内に形成された対応する内側周囲肩部３８６ｓと接触するまたはさもなければ係合
するための、周囲肩部３８６ｍを有して形成される。そのような付加的なシール３８６ｍ
、３８６ｓは、さらに、雄型ルアー取付部３５０とシールドキャップ３６０との間の整合
ロッキング構造またはギザギザのエッジ３９２ｍ、３９２ｓおよび／または整合ねじ山３
８２、３８４を通過する異質物質を遮断することができる。
【００７３】
　注入デバイス３１０を組み立てるために、シールドキャップ３６０は、例えば時計回り
方向に雄型ルアー取付部３５０にねじられるかセットされ、故に、整合ねじ山３８２、３
８４は外部汚染物質に対して接触部分３５６を保護するように互いに係合するかシールさ
れる。同時に、シールドキャップ３６０内の閉鎖端部３６４ｃの第１シール３７０は、雄
型ルアー取付部３５０のルアー先端部３５４ｔでチャネル３５２の中へ差し込まれまたは
設置され、それにより、リザーバー３４６内に薬物を密閉する。シールドキャップ３６０
は、さらに、留め具３９０が係合するまで、雄型ルアー取付部３５０の上を動かされる。
例えば、整合ロッキング構造３９２ｍ、３９２ｓは、注入デバイス３１０に作用する意図
しない力によって妨げられずに、第１位置において、第１および第２シール３７０、３８
０を維持するために互いに係合することができる。
【００７４】
　本発明の注入デバイス３１０の典型的な用法の説明が以下に提供される。以下の説明が
例としてかつ非限定の例として提供されることが当業者によって理解されるべきである。
【００７５】
　注入デバイス３１０を作動させるためには、オペレーターは留め具３９０を解放するよ
うに反時計回り方向にシールドキャップ３６０をねじる。例えば、オペレーターは、ギザ
ギザのねじ山３９２ｍ、３９２ｓから互いに切り離して分離することがもたらされるよう
に、シールドキャップ３６０をねじることができる。オペレーターは、整合ねじ山３８２
、３８４が互いから分離するまで、反時計方向にシールドキャップ３６０をねじるまたは
回転し続ける。同時に、第１シール３７０は、リザーバー３４６を作動させるために、雄
型ルアー取付部３５０におけるチャネル３５２から軸線方向に引き抜かれる。第１および
第２シール３７０、３８０が解放されるとき、付属の第１シール３７０と一緒のシールド
キャップ３６０は、接触部分３５６およびルアー先端部３５４ｔを露出させるように雄型
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ルアー取付部３５０の接触部分３５６から取り外される。そして、注入デバイス３１０の
汚染物質フリー雄型ルアー取付部３５０は、（図示しない）雌型ルアーコネクターに直接
的に嵌められる。薬物を送出するために、オペレーターはリザーバー３４６を圧迫する。
【００７６】
　第１および第２接続構造３８２、３８４およびシール３７０、３８０および留め具３９
０は、代わりに、本願の他の実施形態において説明される接続構造およびシールにしたが
って形成されることができる。
【００７７】
　図２６～３０は、上記注入デバイス３１０の変形として形成された注入デバイス４１０
を表す。注入デバイス４１０において、注射器本体４３７、雄型ルアー取付部４５０、お
よび、シールドキャップ４６０は、第１実施形態において説明されたそれらに対応する相
当物１３７、１５０、１６０に対して同様に形成される。加えて、注入デバイス４１０の
第１シール４７０は、上の実施形態において説明された第１シール３７０と同様に形成さ
れる。注入デバイス４１０と先の実施形態との間の相違が以下で詳細に説明される。
【００７８】
　注入デバイス４１０の第２シール４８０は、雄型ルアー取付部４５０とシールドキャッ
プ４６０とのそれぞれに形成された整合ねじ山４８２、４８４を備えることができる。第
２シール４８０は、第１位置において前記雄型ルアー取付部４５０と前記シールドキャッ
プ４６０との間に形成され、異質物質が前記雄型ルアー取付部４５０のルアー先端部４５
４ｔの接触部分４５６を通過して汚染することを妨げる。図２７に示される例において、
第１接続構造４８２は、前記雄型ルアー取付部４５０の前記ベース端部４５４ｂと前記ル
アー先端部４５４ｔとの間に配置される、少なくとも１つの周囲リブまたはらせん状ねじ
山４８２ａ、４８２ｂの形式であり得る。第２接続構造４８４は、シールドキャップ４６
０の内側にその開口端部４６４ｐに形成される内側周囲リブまたはらせん状ねじ山４８４
ａの形式であり得る。第１および第２接続構造４８２ａ、４８２ｂ、４８４は、シールド
キャップ４６０の内部をシールするように互いに噛み合うことができ、したがって、雄型
ルアー取付部４５０の接触部分４５６を汚染物質から封止することができる。
【００７９】
　加えて、留め具４９０は、第１位置に第１および第２シール４７０、４８０を維持する
ために注入デバイス４１０に提供されることができる。一例において、留め具４９０は、
不正開封シールの形式であり、それは多くの不正開封防止タブ４９６を介してシールドキ
ャップ４６０の開口端部４６４ｐに接続された第１カラー部材４９４を含むことができる
。カラー部材４９４は、雄型ルアー取付部４５０のフランジ４５８の周囲面に嵌まるよう
に形成される。カラー部材４９４とフランジ４５８との接触面は、互いに協働するように
構成され、それらの間で一方向の相対回転のみ許容する。例えば、カラー部材４９４とフ
ランジ４５８との接触面は、一方向ロッキングねじ山４９２ｍ、４９２ｓであり得、シー
ルドキャップ４６０が雄型ルアー取付部４５０上でひねられることを許容し、シールドキ
ャップ４６０が反対方向に回転し、それにより雄型ルアー取付部４５０から離されること
を妨げることができる。
【００８０】
　必要に応じて、シールドキャップ４６０またはカラー４９４の周囲面の１つまたは複数
は、注入デバイス４１０を取り扱うとき、付加的に引っ張ること、および、ギザギザ付き
グリップのようなグリップを、オペレーターに提供することができる。付加的なトラクシ
ョン部材、例えば長手方向リブまたは溝は、付加的にまたは代わりに、同様の目的のため
に提供されることができる。
【００８１】
　注入デバイス４１０を組み立てるために、シールドキャップ４６０は、例えば時計回り
方向に雄型ルアー取付部４５０上をねじ込まれ、故に、整合ねじ山４８２、４８４は接触
部分４５６を外部汚染物質に対して保護するように互いに係合して互いに対してシールさ
れる。同時に、シールドキャップ４６０内の閉鎖端部４６４ｃの第１シール４７０は、雄
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型ルアー取付部４５０のルアー先端部４５４ｔでチャネル４５２に差し込まれまたは設置
され、それにより、リザーバー４４６内に薬物を密閉する。そして、さらに、シールドキ
ャップ４６０は、留め具４９０が係合するまで、雄型ルアー取付部４５０上をねじ回され
る。例えば、整合ロッキングねじ山４９２ｍ、４９２ｓは互いと係合し、第１および第２
シール４７０、４８０が第１位置から離れることを妨げる。不正開封防止タブ４９６は、
注入デバイス４１０の意図しない作動を示すようにちぎれるであろう。
【００８２】
　本発明の注入デバイス４１０の典型的な用法の説明が以下に提供される。以下の説明が
例としてかつ非限定の例として提供されることが当業者によって理解されるべきである。
【００８３】
　注入デバイス４１０を作動させるために、始めに、オペレーターは、不正開封防止タブ
４９６を点検し、それらが破られていないことを確保する。次に、シールドキャップ４６
０は、留め具４９０を解放するように反時計回り方向にねじられる。例えば、オペレータ
ーは、図２９に示されるように、不正開封防止タブ４９６を破るようにシールドキャップ
４６０をねじることができる。そして、シールドキャップ４６０は、雄型ルアー取付部４
５０の接触部分４５６から取り除かれることができ、雄型ルアー取付部４５０のチャネル
４５２から第１シール４７０を引き抜くまたは退けられることができる。そして、雄型ル
アー取付部４５０は（図示しない）雌型ルアーコネクターに直接的に嵌められる。そして
、薬物は、オペレーターがリザーバー４４６を圧迫するまたは圧縮することにより送出さ
れる。
【００８４】
　第１および第２接続構造４８２、４８４およびシール４７０、４８０および留め具４９
０は、代わりに、上記実施形態によって説明された接続構造およびシールによって形成さ
れることができる。
【００８５】
　したがって、本発明の基本的な新奇な特徴が、その好ましい実施形態に適用されて、示
され、説明され、指摘されたが、本発明の精神から逸脱することなしに、説明されたデバ
イスの形式および詳細において様々な省略および代替および変形が当業者によってなされ
得ることが理解されるであろう。例えば、同じ結果を成し遂げる実質的に同じ方法で実質
的に同じ機能を実行するそれらの要素のすべての組み合わせは本発明の範囲内にあること
がはっきりと意図される。さらに、本発明の任意の開示形式または実施形態に関連して示
されたおよび／または記述された構造および／または要素が、設計選択の一般的なものと
して、任意の他の開示されるまたは記述されるまたは示唆される形式および実施形態に組
み込まれることができることは認識されるべきである。それ故、ここに添付される特許請
求の範囲の範囲によって示されるようにのみ限定されることが意向である。
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